宣　　誓　　書

春日井市選挙管理委員会から、公職選挙法第143条第17項に規定する政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に用いる証票の交付を受けるにあたって、既に交付を受けている証票（令和７年12月31日まで有効）を貼付した立札及び看板の類の掲示をしないことを誓うとともに、当該証票は責任をもって処分します。

   　令和　　年　　月　　日

        　　　　公職の候補者等の氏名

